
京都府では、新京都府人権教育・啓発推進計画に基づい
て、あらゆる人々があらゆる機会に人権教育・啓発に参
加していただくことによって、人権が日常生活の中に
「文化」として定着し、豊かで暮らしやすい社会が実現
するように、様々な取組を行っています。


